
地　盤　保　証　書

本保証書は、記載の保証対象物件が、一般社団法人ハウスワラ

ンティの地盤調査データ解析に基づく基礎仕様又は地盤補強工

事を伴う基礎仕様により施工された建物であることを証明し、 当

該物件が不同沈下事故による損害を受けた場合、 裏面記載の

地盤保証規定の範囲で保証いたします。
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一般社団法人ハウスワランティ

特記事項

第１条 [総則 ]
　　一般社団法人ハウスワランティ（以下、当社団といいます。）は、表面記載の保証対象物件に対する不同沈下事故による建物の損害を保証

します。
第２条 [保証対象 ]

　　本保証は、当社団による地盤調査データ解析に基づく基礎仕様又は地盤補強工事を伴う基礎仕様により施工された建物を保証対象とし
ます。

第３条 [不同沈下事故 ]
　　本保証における不同沈下事故とは、当社団によるレベル測定の結果、保証対象物件の３ｍ以上離れた２点間を結ぶ直辺の水平長に対し、

勾配角 1000 分の５以上の不同沈下を生じた場合をいいます。
第４条 [保証内容 ]
　　本保証は、不同沈下事故が発生した場合、次に掲げる費用を保証します。

(1) 不同沈下事故により傾斜した建物を、当社団が指定した施工業者及び工法により、当社団が定める許容範囲内（勾配角1000分の３未満）
に修正する沈下修正工事費用

(2) 不同沈下事故によって生じた建物の不具合を、保証開始時の設計、仕様、材料等に従い復旧する費用
(3) 沈下修正工事期間内に仮住居が必要な場合の費用

２　本保証は前項に係る費用を、当社団が指定した施工業者に直接支払い、工事を完成させることにより担保される役務的保証です。ただし、
前項第３号についてはこの限りではありません。

３　本保証は、次に掲げる内容及び費用等については、保証対象外となります。
(1) 物件所有者の要望により、保証開始時の設計、仕様を上回る材料等を用いる場合の費用
(2) 沈下修正工事の障害となる庭石、植栽等の移動又は撤去及び復旧に係る費用
(3) 沈下修正工事に係る休業補償及び営業補償等

第５条 [保証限度額 ]
　　本保証の保証限度額は、一事故につき 5,000 万円（税込）とします。

第６条 [保証期間 ]
　　本保証の保証期間は、表面記載の保証期間における保証開始日午後４時より、保証終了日午後４時までとします。なお、契約内容により異

なる各保証期間記載方法における保証開始日及び保証終了日の解釈は次に掲げるとおりです。（〈 〉内は具体的な日付又は年数）
(1) 「〈日付〉より〈保証年数〉年間」と記載の場合、〈日付〉を保証開始日とし、保証開始日の〈保証年数〉年後の日付が保証終了日
(2) 「引渡日より〈保証年数〉年間」と記載の場合、建物の引渡日を保証開始日とし、保証開始日の〈保証年数〉年後の日付が保証終了日
(3) 「基礎工事を開始した日（開始日）～建物の引渡日から〈保証年数〉年経過した日（終了日）」と記載の場合、基礎工事着工日を保証開始日

とし、建物の引渡日の〈保証年数〉年後の日付が保証終了日
２　前項第２号及び３号における「引渡日」は、建物の引渡書等に記載された引渡年月日とし、沈下事故発生時に引渡日の提示がなされない場

合、建物表題（表示）登記がなされた日付とします。ただし、引渡日が当該物件の地盤調査データ解析日より２年後の日付を超える場合、地
盤調査データ解析日より２年後の日付を保証開始日とします。

３　本保証は、保証対象物件が滅失した場合、保証は終了します。
第７条 [保証免責事由 ]
　　本保証は、次の各号に掲げる事由により生じた損害については、本保証における不同沈下事故に該当しないものとして、当社団は免責と

なります。
(1) 責めを負うべき第三者が存在する場合

ア 当社団の承認を得ず、保証対象物件の増改築工事及び敷地内の擁壁を含む外構工作物工事等を施工したことによる場合
イ 保証対象物件使用者及び同居者等による建物の不適切な維持管理及び通常の予測を逸脱した行為による場合
ウ 近隣の土木・建築・道路工事並びに重量車両の通行等による振動などの影響による場合
エ 隣接した擁壁の損傷及び瑕疵に起因した地盤の隆起及び沈下等による場合
オ 当社団に提出した建物の用途、設計、施工、配置計画等が現状の建物と異なることによる場合

(2) 天変地異に起因する場合
ア 地震、噴火、洪水、津波、台風、落雷、竜巻、水害等の天災による場合
イ 地割れ、地滑り、陥没、崖崩れ等の地盤変動による場合

(3) 不可抗力に起因する場合
ア 火災、爆発、暴動等による場合
イ 防空壕跡の陥没等、隠れたる瑕疵による場合
ウ 植物の根等の成長等による場合

２　本保証は、次の各号に掲げる行為があった場合、当社団は免責となります。
(1) 当社団が指定する以外の施工業者又は個人による沈下修正工事を行った場合
(2) 第４条第１項第１号及び第２号に規定する工事の履行を妨げる場合若しくは拒絶した場合
(3) 沈下事故修正工事実施前に回復工事の内容に同意する書面や当社団が要求する書面の提出に応じない場合

第８条 [ 合意管轄 ]
　　本保証に関して、訴訟の必要が生じた場合、当社団を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

地 盤 保 証 規 定

iinom
SAMPLE


